
ドキュメント 新 旧 分類

第2条（用語の定義）

本サービス

my door OSAKAのこと。

第2条（用語の定義）

本サービス

my door OSAKAサービスと外部連携サービスどちらも含んだmy door OSAKAが提供しているサー

ビスの総称。

変更

第2条（用語の定義）

行政連携サービス

サービス利用者がmy door OSAKAを通じて利用可能な、my door OSAKA以外の行政機関が提供す

る行政サービスの総称。

第2条（用語の定義）

（なし）

新設

第2条（用語の定義）

外部連携サービス

サービス利用者がmy door OSAKAを通じて利用可能な、民間企業またはその他の第三者が提供す

る外部サービスの総称。

※令和7年2月現在は外部連携サービスとの連携はございません。

第2条（用語の定義）

外部連携サービス

サービス利用者がmy door OSAKAを通じて利用することが可能な外部サービスの総称。

※令和6年8月現在は外部連携サービスとの連携はございません。

変更

第2条（用語の定義）

サービス連携事業者

my door OSAKAと連携し、行政連携サービスや外部連携サービスを提供する市町村や民間企業等

の事業者。

第2条（用語の定義）

サービス連携事業者

my door OSAKAと連携し、外部連携サービスを提供する市町村や民間企業等の事業者。
変更

第2条（用語の定義）

クロスアイディアプリ

xID（クロスアイディ）株式会社が提供するアプリケーション。my door OSAKAにおける、クロス

アイディアプリを活用した機能は以下の通り。

・マイナンバーカードを利用した署名用電子証明書の取得および本人確認

・本人確認後、J-LISから利用者証明用電子証明書を取得し、市町村へ分配

・市町村から発信されるデジタル通知（自治体からのお知らせ）の受取

第2条（用語の定義）

（なし）

新設

第2条（用語の定義）

署名用電子証明書

マイナンバーカードのICチップに格納され、作成・送信した電子文書が、利用者登録を行った本人

の作成・送信したものであることを証明する電子証明書

第2条（用語の定義）

（なし）
新設

第2条（用語の定義）

利用者証明用電子証明書

マイナンバーカードのICチップに格納され、利用者登録を行う者が、利用者本人であることを証明

する電子証明書

第2条（用語の定義）

（なし）
新設

第2条（用語の定義）

クロスアイディ認証

マイナンバーカードの署名用電子証明書に基づく、クロスアイディアプリによる本人確認

※認証時、マイナンバーは一切取得いたしません

第2条（用語の定義）

（なし）
新設

第3条（本サービスの概要）

my door OSAKAは、利用者視点でおすすめのサービスや情報を提供する新たな大阪総合行政ポー

タルであり、第2項及び第3項に定めるサービスから構成されます。

2　次の各号のサービスは、クロスアイディ認証の有無にかかわらず、すべてのサービス利用者が

利用できます。

第3条（本サービスの概要）

my door OSAKAは、利用者視点でおすすめのサービスや情報を提供する新たな行政サービスで

す。my door OSAKAの利用者登録をすることで、以下の行政サービスを受けることができます。 変更

第3条（本サービスの概要）

①おすすめ情報・カテゴリ別情報

登録情報に基づきサービス利用者に合わせた大阪府・府内市町村等の情報を配信するサービス

第3条（本サービスの概要）

パーソナル配信　セグメント配信

登録情報に基づきサービス利用者に合わせた大阪府・府内市町村等の情報を配信するサービス

変更

第3条（本サービスの概要）

（削除）

第3条（本サービスの概要）

電子申請

ポータルから電子申請システムにシームレスに接続(シングルサインオン)し、氏名等の基本情報も

自動入力されることで簡単に電子申請が可能となるサービス

削除

第3条（本サービスの概要）

（削除）

第3条（本サービスの概要）

デジタル通知

行政文書がデジタルで直接届き、送達記録を残すことが可能なサービス。

削除

第3条（本サービスの概要）

②AIチャットボット

チャットボットによる24時間365日の市町村相談窓口サービス。

第3条（本サービスの概要）

AI総合相談

チャットボットによる24時間365日の市町村相談窓口サービス。

変更

第3条（本サービスの概要）

③サービス連携

my door OSAKAを通じて、様々なサービスのログインや登録、申請等の利便性を向上させるサー

ビス。例として、ポータルサイトから行政連携サービスへのシームレスな接続(シングルサインオ

ン)によりログインが簡単になることや、氏名等の基本情報が自動入力（ワンスオンリー）される

ことにより情報入力や申請が簡易になるなどの利便性を提供します。

第3条（本サービスの概要）

（なし）

新設

第3条（本サービスの概要）

3　次の各号のサービスは、クロスアイディ認証により、本人であることが確認できたサービス利

用者のみが利用できます。

①デジタル通知（自治体からのお知らせ）

行政文書がデジタルで直接届き、送達記録を残すことが可能なサービス。

②クロスアイディ認証を必須とした行政連携サービス・外部連携サービスへのサービス連携

第3条（本サービスの概要）

（なし）

新設

第3条（本サービスの概要）

4　本サービスでは、前項までに記載した本サービス内で利用できる機能群を「行政パッケージ

サービス」と位置付け、サービス利用者へサービス提供します。

さらに、my door OSAKAはより便利なサービス提供に向け、様々な行政連携サービス及び外部連

携サービスと連携いたします。

行政連携サービス及び外部連携サービスの詳細については、「連携サービス一覧」と題するWeb

ページをご参照ください。当該Webページには、提供される各サービスの内容、提供者等が掲載

されています。「連携サービス一覧」の内容は、提供されるサービスの変更や追加、廃止などに応

じて適時更新されます。

第3条（本サービスの概要）

さらに、my door OSAKAはより便利なサービス提供に向け、様々な外部連携サービスと連携いた

します。

変更

第4条（利用登録）

2 前項の登録完了時に、サービス利用者と大阪府との間で本サービスの利用に関する契約が成立

し、利用登録した者は、本サービスを利用することができます。ただし、第3条3項に定めるサー

ビス（デジタル通知（自治体からのお知らせ）等）を利用するためにはクロスアイディ認証をする

必要があります。

第4条（利用登録）

2.前項の登録完了時に、サービス利用者と大阪府との間で本サービスの利用に関する契約が成立

し、利用登録した者は、本サービスを利用することができます。

変更

第５条（クロスアイディ認証に関する事項）

　サービス利用者は、第3条3項に定めるサービスを利用するにあたっては、利用登録に加え、ク

ロスアイディ認証にて本人確認をする必要があります。

2　サービス利用者が前項を目的として本サービスを利用する場合、サービス利用者はクロスアイ

ディアプリを使用し、マイナンバーカードを利用した署名用電子証明書による本人確認を行ったう

えで、クロスアイディとmy door OSAKA IDの連携を行います。連携は新規登録時の他、メールア

ドレスによる本サービス利用登録後にも実施可能です。

3　前項が確認できなかった時点で、第１項のサービスの利用については、利用の中断又は利用す

るサービスの制限を行うこととします。

4　以下のいずれかに該当する場合、マイナンバーカードに付与されている電子証明書の機能が失

効し、サービスの利用ができなくなります。

①	氏名・住所等の変更

②	住民票の消除（本人の死亡、国外転出、住基法適用外となったとき等）

③	本人の申し出

ア　マイナンバーカードの失効に伴う利用停止の届出

　　（カードの紛失・盗難、カードの有効期限到来、個人番号の変更等）

イ　電子証明書の利用停止、秘密鍵の漏えい等

④	電子証明書の有効期限到来

なし 新設

新旧対照表

my door OSAKA（マイド・ア・おおさか）

サービス利用規約（サービス利用者向け）



第６条（登録情報の管理）

（略）

第5条（登録情報の管理）

（略）
変更

第７条（パーソナルデータの取扱）

本サービスでは、パーソナルデータとして以下のデータを取り扱います。

（略）

第６条（パーソナルデータの取扱）

my door OSAKAサービスでは、パーソナルデータとして以下のデータを取り扱います。

（略）

変更

第８条（本サービスの利用）

（略）

第7条（本サービスの利用）

（略）
変更

第９条（外部連携サービスの提供）

（略）

第8条（外部連携サービスの提供）

（略）
変更

第10条（禁止事項）

AIチャットボット等のサービス利用者が自由に情報入力（質問入力等）できるサービスに利用者も

しくは他者の個人情報を記入する行為

第９条（禁止事項）

AI総合相談窓口等のサービス利用者が自由に情報入力（質問入力等）できるサービスに利用者もし

くは他者の個人情報を記入する行為

変更

第１１条（サービス利用者の任意退会）

（略）

第10条（サービス利用者の任意退会）

（略）
変更

第１２条（規約違反等の場合の措置）

（略）

第11条（規約違反等の場合の措置）

（略）
変更

第１３条（データ提供）

（略）

第12条（データ提供）

（略）
変更

第１４条（免責）

（略）

第13条（免責）

（略）
変更

第１５条（本サービスの終了）

本サービスは、大阪府が参画市町村と協議し、終了と判断した場合に終了することができます。ま

た大阪府が、本サービスの提供を終了する場合、少なくとも6か月前に通知することとします。

第14条（本サービスの終了）

大阪府が、本サービスの提供を終了する場合、少なくとも6か月前に通知することとします。
変更

第１６条（準拠法、裁判管轄）

（略）

第15条（準拠法、裁判管轄）

（略）
変更

2.用語の定義

※令和7年2月現在は外部連携サービスとの連携はございません。

2.用語の定義

※令和6年8月現在は外部連携サービスとの連携はございません。
変更

4.パーソナルデータの取得

(1)サービス利用者から提供されるパーソナルデータ

my door OSAKAをご利用いただくためには利用に関する登録が必要となります。登録を希望する

方は、所定の事項を大阪府にお伝えいただくことになりますので、大阪府はその際に利用登録者の

個人情報を含むパーソナルデータを取得します。

また、登録後にサービス利用者から大阪府に問い合わせをいただいた際にも、個人情報を含むパー

ソナルデータを取得する場合があります。

4.パーソナルデータの取得

(1)サービス利用者から提供されるパーソナルデータ

my door OSAKAをご利用いただくためには利用に関する登録が必要となります。登録を希望する

方は、所定の事項を大阪府にお伝えいただくことになりますので、大阪府はその際に利用登録者の

個人情報を含むパーソナルデータを取得します。

変更

５. パーソナルデータの利用目的

(1)サービス利用者から提供されるパーソナルデータ

ア 大阪総合行政ポータル(行政パッケージサービス）の提供

・デジタル通知/おすすめ情報の提供

・シングルサインオンの提供

　my door OSAKAにてサービス利用者の認証を行うことで、行政連携サービス及び外部連携サー

ビスへmy door OSAKAを経由してログインする場合は、ログイン情報の再入力を行わずにログイ

ンを可能とする機能を提供します。

・ワンスオンリーの提供

　my door OSAKAの登録情報を行政連携サービス及び外部連携サービスへ提供することで、行政

連携サービス及び外部連携サービスでの情報入力を自動入力することで簡易化する機能を提供しま

す。

５. パーソナルデータの利用目的

(1)サービス利用者から提供されるパーソナルデータ

ア 大阪総合行政ポータル(行政パッケージサービス）の提供

・パーソナル配信/セグメント配信の提供

・シングルサインオン機能の提供

　my door OSAKAにてサービス利用者の認証を行うことで、外部連携サービスへmy door OSAKA

を経由してログインする場合は、ログイン情報の再入力を行わずにログインを可能とする機能を提

供します。

・ワンスオンリー機能の提供

　my door OSAKAの登録情報を外部連携サービスへ提供することで、外部連携サービスでの情報

入力を自動入力することで簡易化する機能を提供します。

変更

５. パーソナルデータの利用目的

(1)サービス利用者から提供されるパーソナルデータ

ア 大阪総合行政ポータル(行政パッケージサービス）の提供

（削除）

５. パーソナルデータの利用目的

(1)サービス利用者から提供されるパーソナルデータ

ア 大阪総合行政ポータル(行政パッケージサービス）の提供

・電子申請サービスとの連携

　登録したmy door OSAKA IDと電子申請サービスが提供するIDとのID情報の紐づけ

　を行い、シングルサインオンやワンスオンリー機能を活用し、ログインの省略

　や情報入力の簡易化を提供します。

削除

５. パーソナルデータの利用目的

(1)サービス利用者から提供されるパーソナルデータ

ク 問い合わせフォームあるいは電話、メール等でいただいた問い合わせへの対応

５. パーソナルデータの利用目的

(1)サービス利用者から提供されるパーソナルデータ

ク 問い合わせフォームからいただいた問い合わせへの対応

変更

５. パーソナルデータの利用目的

（２）その他のデータ

ア　AIチャットボット（行政パッケージサービス）等のサービス利用者が自由に情報入力（質問入

力等）できるサービスにて、サービス利用者が入力したデータについては、大阪府の再委託先事業

者であるプライマルホールディングス株式会社における、同社のサービスの性能向上及び改善を目

的とした、データ解析や統計処理に利用

５. パーソナルデータの利用目的

（２）その他のデータ

ア　AI総合相談等のサービス利用者が自由に情報入力（質問入力等）できるサービスにて、サービ

ス利用者が入力したデータについては、大阪府の再委託先事業者であるプライマルホールディング

ス株式会社における、同社のサービスの性能向上及び改善を目的とした、データ解析や統計処理に

利用

変更

6.パーソナルデータの目的外利用又は委託

（２）委託

ア　AIチャットボットについて

・AIチャットボット等のサービス利用者が自由に情報入力（質問入力等）できるサービスについて

は、パーソナルデータを管理することを前提に提供しているサービスではないため、パーソナル

データの情報は入力しないようにしてください。これらのサービスにおいてサービス利用者がパー

ソナルデータを入力した場合、損害が発生したとしても、大阪府は大阪府に悪意重過失又は消費者

契約法違反がない限り一切の法的責任を負わないものとします。

・AIチャットボットでは、お客様のパーソナルデータの入力を求めることは一切ありません。万

一、パーソナルデータの入力を求める不審な画面やメッセージが表示されましたら、利用を中止い

ただくようお願いします。

・AIチャットボットにて入力いただいた情報は、AIチャットボットのサービス改善に関する大阪府

の再委託先事業者であるプライマルホールディングス株式会社にて、サービスの性能向上及び改善

を目的として、データの解析や統計処理などに活用します。AIチャットボットは大阪府の再々委託

先事業者となる株式会社ショーケースが提供する使用サービス「おもてなしSuite CX」を利用して

行われます。同サービスの詳細は利用規約（https://www.showcase-tv.com/omosuiomosui-

riyokiyaku/）をご確認ください。その際、同利用規約における「契約者」は、AIチャットボット

のサービス改善に関する大阪府の再委託先事業者であるプライマルホールディングス株式会社とし

てお読み下さい。また、同サービスにおけるパーソナルデータの取扱いはプライバシーポリシー

（個人情報保護方針）（https://www.showcase-tv.com/privacy-policy/）をご確認ください。取

扱いの委託を受けて取扱うパーソナルデータについては，1.(2)「業務の受託に伴い、お客様から

お預かりする個人情報」欄，「保有個人データに関する事項の周知」f)欄等が参考になります。

6.パーソナルデータの目的外利用又は委託

（２）委託

ア　AI総合相談について

・AI総合相談等のサービス利用者が自由に情報入力（質問入力等）できるサービスについては、

パーソナルデータを管理することを前提に提供しているサービスではないため、パーソナルデータ

の情報は入力しないようにしてください。これらのサービスにおいてサービス利用者がパーソナル

データを入力した場合、損害が発生したとしても、大阪府は大阪府に悪意重過失又は消費者契約法

違反がない限り一切の法的責任を負わないものとします。

・AI総合相談窓口では、お客様のパーソナルデータの入力を求めることは一切ありません。万一、

パーソナルデータの入力を求める不審な画面やメッセージが表示されましたら、利用を中止いただ

くようお願いします。

・AI総合相談にて入力いただいた情報は、AI総合相談のサービス改善に関する大阪府の再委託先事

業者であるプライマルホールディングス株式会社にて、サービスの性能向上及び改善を目的とし

て、データの解析や統計処理などに活用します。AI総合相談は大阪府の再々委託先事業者となる株

式会社ショーケースが提供する使用サービス「おもてなしSuite CX」を利用して行われます。同

サービスの詳細は利用規約（https://www.showcase-tv.com/omosuiomosui-riyokiyaku/）をご確

認ください。その際、同利用規約における「契約者」は、AI総合相談のサービス改善に関する大阪

府の再委託先事業者であるプライマルホールディングス株式会社としてお読み下さい。また、同

サービスにおけるパーソナルデータの取扱いはプライバシーポリシー（個人情報保護方針）

（https://www.showcase-tv.com/privacy-policy/）をご確認ください。取扱いの委託を受けて取

扱うパーソナルデータについては，1.(2)「業務の受託に伴い、お客様からお預かりする個人情

報」欄，「保有個人データに関する事項の周知」f)欄等が参考になります。

変更

8. パーソナルデータの廃棄について

サービス利用者が、my door OSAKAを退会した場合、大阪府はサービス利用者の登録情報（パー

ソナルデータを含む）を削除します。

なお、サービス連携により行政連携サービス及び外部連携サービスへ提供しているデータについて

は、サービス利用者にて行政連携サービス及び外部連携サービス側の操作により削除することとし

ます。

8. パーソナルデータの廃棄について

サービス利用者が、my door OSAKAを退会した場合、大阪府はサービス利用者の登録情報（パー

ソナルデータを含む）を削除します。

なお、サービス連携により外部連携サービスへ提供しているデータについては、サービス利用者に

て外部連携サービス側の操作により削除することとします。

変更

my door OSAKA（マイド・ア・おおさか）

サービス利用規約（サービス利用者向け）

my door OSAKA（マイド・ア・おおさか）

プライバシーポリシー


